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国税局と海外税務当局との協力事例 

 

東京国税局がオーストラリアの税務当局に租税条約に基づく徴収共助を要請し、日本

で贈与税を滞納していた豪州人男性の預金から約８億円を徴収しました。 

 
 

国外財産から滞納された税金を徴収するのは難しく、国税局が海外の税務当局の協力

で億単位の税金を徴収したのは初めてだそうです。 

近年、海外の税務当局との協力関係も強化されてきています。 

今後もこういった事案が増えていくでしょう・・・ 
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